
5広報 いたばし令和８年(2026年)４月25日(土)

※費用の明示がないものは無料

「広報いたばし」は第１～４土曜に新聞折り込みで配布しています。
区の施設、区内の各駅・公衆浴場などにも置いてあります。また、区ホームページでもご覧になれます

消費者センター☎3962－3511（相談専用、平日９時～16時30分）問　合

消費者センターをご利用ください
５月は消費者月間

消費者センターの主な取組
消費生活相談
　専門の相談員が公正・中立な立場で、消費生活に関する相
談に応じています。
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶相談方法＝直接または
電話で、消費者センター(情報処理センター７階)
消費生活講座
　年に数回、くらしに役立つ講座を開催しています。
学習会への講師派遣
　区内団体が主催する学習会などに、専門知識を持った消費
生活相談員を派遣しています。※申込方法など詳しくは、お
問い合わせください。
消費者センター情報紙「くらしのEye」
　くらしに役立つ情報や相談事例、悪質商法への注意喚起な
どを掲載しています。
▶配布場所＝区施設・区内スーパーマーケット・区ホームペ
ージなど

[いずれも]
▶問＝消費者センター☎3579－2266

定期購入のトラブル
相談事例
　スマートフォンに表
示された動画広告を見
て、広告に「定期縛り
なし」と書かれたサプ
リメントを１回限りの
契約だと思って購入し
たが、実際は定期購入
契約だった。
対処法
　「定期縛りなし」は最低購入回数の
指定がない契約である可能性があり
ます。注文前に、契約条件が記載さ
れている「最終確認画面」をよく確認
し、スクリーンショットなどで保存
しておきましょう。

偽サイトにご注意
相談事例
　インターネットで検索したwebサ
イトで、探していたブランド品が定
価より大幅に値引きされていたの
で、クレジットカード決済で注文し
たが、商品が届かない。
対処法
　大幅に値引きされた広告・他サイ
トで見つからない商品が表示される
通販サイトに注意し、少しでも怪し
いと感じたら購入をやめましょう。
また、偽サイトで注文したことに気
づいたら、すぐに利用したクレジッ
トカード会社・金融機関に連絡しま
しょう。

近年、契約トラブル・悪質商法は、ますます多様化・複雑化しています。
消費者センターでは、消費生活相談員が消費生活に関する相談・解決のための助言・情報提供などを行っています。

こんなトラブルが発生しています

製造業設備投資助成金
　生産性向上のための製造設備導入経費の一部を助成します。
▶助成金額＝費用のA２分の１またはB３分の２(上限A500万円
B666万円)※予算上限額に達し次第終了

ものづくり企業地域共生推進助成金
　操業環境の改善に係る経費の一部を助成します。
▶助成内容＝近隣住民への配慮を目的とした次の事業

●工場の改修・移転、設備の更新・導入
● 住民受入環境整備(工場内の緑道・オー
プンスペースの整備・外壁などの美化)

●耐震診断・設計・工事
[いずれも]

▶申請期限＝11月30日㈪※事
前相談が必要※対象・申請方
法など詳しくは、区ホームペ
ージをご覧ください。

産業振興課工業振興係☎3579－2193問　合

中小企業を支援します

表  シニアのスマートフォン個別相談会
ところ と　き

仲町ふれあい館
☎3958－0163

５月２日㈯・５日㈷・７日㈭・９日㈯・12日㈫・14日㈭・16日㈯・19日㈫・21日㈭・
23日㈯・26日㈫・28日㈭・30日㈯、10時～12時・13時～15時

中台ふれあい館
☎3934－2940

５月１日㈮・２日㈯・６日㉁・８日㈮・９日㈯・13日㈬・15日㈮・16日㈯・20日㈬・
22日㈮・23日㈯・27日㈬・29日㈮・30日㈯、10時～12時・13時～15時

徳丸ふれあい館
☎3934－8627

５月１日㈮・２日㈯・４日㈷・８日㈮・９日㈯・11日㈪・15日㈮・16日㈯・18日㈪・
22日㈮・23日㈯・25日㈪・29日㈮・30日㈯、10時～12時・13時～15時

志村ふれあい館
☎3960－5885

５月１日㈮・４日㈷・６日㉁・８日㈮・11日㈪・13日㈬・15日㈮・18日㈪・20日㈬・
22日㈮・25日㈪・27日㈬・29日㈮、10時～12時・13時～15時

高島平ふれあい館
☎3935－1775

５月５日㈷・６日㉁・７日㈭・12日㈫・13日㈬・14日㈭・19日㈫・20日㈬・21日㈭・
26日㈫・27日㈬・28日㈭、10時～12時・13時～15時

※受付は11時30分・14時30分まで※１人20分程度

▶ところ・とき＝ 表 参照※当日、直接会場へ。▶対象＝
区内在住で、スマートフォンの使用に疑問や不安のある60
歳以上の方▶持物＝スマートフォン(当日貸出あり)※ふれ
あい館の利用登録が必要(本人確認書類を持参)
▶問
● 相談会について…生
涯活躍推進課シニア
地域づくり係☎3579
－2376

●  ふれあい館の利用登
録について…参加を
希望するふれあい館

シニアのスマートフォン個別相談会シニアのスマートフォン個別相談会


